
資本金 お  よ  び  発行済株式の総数  

大 株 主  

所 有 者 別 状 況  

（単位：百万円・千株） 

福 岡 銀 行  

西 日 本  シ  テ ィ  銀 行  

宮 崎 太 陽 銀 行  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 

親 和 銀 行  

福 岡 中 央 銀 行 行 員 持 株 会  

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行  

計 

氏 名 又 は 名  称 

福岡市中央区 2,515 

2,113 

1,343 

1,324 

1,141 

1,093 

987 

864 

860 

833 

13,076

9.19 

7.71 

4.90 

4.83 

4.16 

3.99 

3.60 

3.15 

3.14 

3.04 

47.77

福岡市博多区 

宮崎市広島 

東京都中央区 

佐世保市島瀬町 

福岡市中央区 

東京都千代田区 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －  

住　所 所有株式数 発行済株式総数 に 対 す る  
所有株式数の割合 

自 己株式104,159株 は 「個 人 そ の 他 」 に 104単元 、 「 単元未満株式 の状況 」 に 159株含 ま れ て お り ま す 。  
「そ の 他 の法人 」 の欄 に は 、 証券保管振替機構名義 の株式 が 7単元含 ま れ て お り ま す 。  

（注） 1. 
2.

（平成19年3月31日現在）（単位：千株・％） 

（平成19年3月31日現在） 

資 本 金  

発 行 済 株 式 総 数   

1株当  た  り  の配当等  

配当政策につ いて  

（単位：円・％） 

1 株 当  た  り  配 当 額  

（ 内 1 株 当  た  り  中 間 配 当 額  ）   

1 株 当  た  り  当 期 純 利 益  

1 株 当  た  り  純 資 産 額  

配 当 性 向  

区　　分 

株式会社  

株式会社  

株式会社  

株式会社  

大分市王子中町 豊 和 銀 行  株式会社  

 

 

みず ほ コ ー ポ レー ト 銀行 

共 栄 火 災 海 上 保 険 　 株 式 会 社  

東京都千代田区 

東京都港区 

株式会社  

 

区　　分 
株式の状況（1単元の株式数1,000株） 

政府及び 
地方公共団体 金融機関 証券会社 その他の法人 

個人以外 
外国法人等 

個人 
個人その他 計 

単元未満 
株式の状況 
（株） 

24 

16,163 

60.04

6 

137 

0.51

275 

5,808 

21.58

2 

76 

0.28

1,895 

4,735 

17.59

2,202 

26,919 

100.00

452,605

株　主　数 （人）  

所有株式数 （単 元）  

所有株式数の割 合 （％）  

 

 

平成19年3月期 

2,500

平成15年3月期 

27,371

2,500

27,371

2,500

27,371

平成16年3月期 

2,500 

27,371

平成18年3月期 

2,500 

27,371

平成17年3月期 

平成19年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成18年3月期 

5.00

（2.50） 

22.63

822.52

22.08

5.00 

（2.50） 

3.29 

641.88 

151.78

5.00 

（2.50） 

22.68 

731.75 

21.52

5.00 

（2.50） 

22.90

787.45

21.34

5.00 

（2.50） 

17.09 

674.63 

29.23

平成17年3月期 

平成18年11月24日取締役会決議 

平成19年6月28日定時株主総会決議 

決議年月日 配当金の総額（百万円） 1株当たりの金額（円） 

68

68

2.50

2.50

（注）上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は次のとおりです。 
　　  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）2,113千株 

　当行は、銀行業としての公共性に鑑み、長期にわたって安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継
続を重視することを基本方針としております。 
　当行の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末
配当は株主総会であります。 
　当事業年度の剰余金の配当金につきましても、この基本方針を継続し、株主各位へ安定的な利益還元という点も配慮のうえ、前事業年度と
同様に1株当たり年間5円（うち中間配当金2円50銭）の配当を実施しております。 
　なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定めております。 
　内部留保資金につきましては、効率的に資金運用を行い、財務体質の強化を図りながら一層の業績向上に努めてまいりたいと考えております。 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
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